
 

 

 

令和３年度 長野県自立支援協議会 人材育成部会計画 

 

 

［１］目的 

  地域で障がい児者を支える支援者の質の向上を図るため、県内各圏域にて支援者人材育成の中核を

担う人たちが集まり、それぞれの地域の課題を確認、整理しながら、人材育成体制・研修体制の在り

方について協議し、各圏域及び県全体の人材育成体制を向上させることを目的とする。 

 

［２］本年度のねらい 

  「長野県障害福祉サービス事業者人材育成ビジョン」に基づき、障がいのある方々がご本人の望む

暮らしの実現に向けた相談支援の提供、また‘安心して暮らせる地域づくり’を担う人材を育てるこ

とを目標にする。昨年度からの継続的な課題として、下記の項目を中心に取り組んでいく。 

（１）障害福祉計画の推進 

・基幹相談支援センターを中心とした地域の相談支援体制の充実 

・主任相談支援専門員の役割について 

 （２）相談支援の質の向上 

・令和３年障害福祉サービス報酬改定をふまえた報酬制度の理解促進 

・市町村等との連携 

（３）相談支援従事者養成研修との連携 

   ・法定研修と地域の人材育成の連携について 

   ・人材育成ビジョンの活用   

 

[３] 開催日程、内容等  

 日程 テーマ 

第１回 ５月 21日（金） 

 

今年度の部会の取組について 

・相談支援従事者主任研修の推薦について 

・人材育成ビジョンの一部更新について 

第２回 ８月 20日（金） 

 

初任者研修実地教育と地域の人材育成の連携について 

第３回 10月 25日（月） 

 

圏域の人材育成協議の場と主任相談支援専門員の活動状況について 

 

第４回 12月 23日（木） 

 

相談支援の質の向上に向けて 

・加算の活用状況とモニタリングの検証について 

第５回 ２月７日（月） ・次年度に向けて 

・まとめ 

 

 

資料 ２ 



 

 

令和３年度 長野県自立支援協議会療育部会計画 

［１］ 目的 

各圏域の課題を吸い上げ、圏域及び全県の療育支援体制について協議し、障がいのある

子どもとその家族の地域での暮らしの質の向上を目指す。 

【重点項目】 

①「本人（子ども）中心支援」「家族（親・きょうだい）支援」 

②療育に係る福祉・保健・医療・保育・教育・就労・相談等との連携強化 

③ライフステージに応じた途切れない支援の提供 

④障がい児等の支援体制に係る協議の場の連携 

 

［２］本年度のねらい 

１発達障がい児者（※診断のない場合も含む）や医療的ケア児者の協議の場である「長

野県発達障がい者支援対策協議会」「長野県医療的ケア児等支援連携推進会議」と連動

しながら、地域の療育体制における課題検討を行う。 

２当事者・保護者が早期から身近な地域で相談等が受けられる体制の一層の充実をはか

るため、切れ目のない支援のための連携強化、各圏域間のネットワークづくりを行う。 

３第２期障害児福祉計画の地域の取組状況の共有を行う。 

 

［３］部会参加者 

各圏域の自立支援協議会の代表者である療育コーディネーター等、各圏域の療育（こ

ども）部会の代表者を中心とし、必要に応じて、教育、医療、保健福祉事務所等の関係

機関やスタッフ（発達障がいサポートマネージャー、療法士、心理、障がい児相談）の

参加を図る。 

［４］開催日程、内容等 

 日程 テーマ 

第１回 ５/25（火） ・本年度の部会について 

・各圏域の療育（こども）部会の今年度の取り組みについて情

報交換 

第２回 ７/15（木） 
・圏域課題の抽出 

・関係協議会の取組状況の共有 

・ライフステージにおける課題や地域の体制づくりについて 

・地域間のネットワーク、関係機関との連携について 
第３回 11/30（火） 

第４回 ２/10（木） ・１年間のまとめ 

 

 



 

 

令和３年度 長野県自立支援協議会就労支援部会事業計画 

 

【部会の目的】 

〈 1 〉長野県の障がい者の一般就労等雇用の促進（短期トレーニング事業の利用推進） 

〈 2 〉福祉施設（就労移行・継続Ａ型・Ｂ型）と労働雇用関係機関、教育部門との連携強化 

〈 3 〉就労移行支援事業所に係る県内の状況把握と課題整理 

〈 4 〉支援者の資質向上に向けた研修会の実施 

〈 5 〉長野県内の圏域部会活動の活性化 

 

【今年度のねらい】  

①研修事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている障がい者に対応するため、就労支援能力の向

上・離職者を出さないための定着支援活動等現在の課題に則した研修会を実施する。 

②後方支援事業 

圏域合同部会を開催し、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、長野県内の各圏域就労

支援部会のニーズや課題について情報共有を行うとともに、圏域就労支援部会の更なる活性化を

図る。 

③関係機関との連携強化 

教育部門や、労働関係機関等障がい者就労における多様な機関との情報共有・連携を図る。 

④移行支援事業所に関する調査検討 

      県内各圏域のにおける就労移行支援事業所の状況について情報収集を行うとともに、課題整理 

を図る。 

    

【令和２年度就労支援関係事業の実績】 

  〇短期トレーニング促進事業   のべ 375件（前年度 490件） 

  

【日程及び内容】  

   令和３年度年度計画概要 

月 運営会議 開催予定 就労支援部会 

5～ 

8月 

・今年度部会の事業計画、開催日程

の調整、研修について 

5/17 事業計画、R2部会構成の検討 

7/20 圏域部会合同会議 

9～ 

12

月 

・事業進捗状況共有、修正 

10/14 研修準備会議 

12/20 
就労支援部会研修 

12～ 

3月 
・事業評価 

1/24 圏域部会合同会議 

3/1 就労支援部会 

＊部会の運営会議（部会長、副部会長、事務局 各部会前に実施） 



 

 

 

令和３年度 長野県自立支援協議会精神障がい者地域移行支援部会計画 
 

【部会の目的】 

精神障がい者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した生活を送ることが

できるよう、関係機関の連携の下で医療、福祉等の支援を行うという観点から、入院患者の減少及び  

地域生活への移行に向けた支援、地域生活を継続するための支援体制の整備等に取り組む。 

長野県障がい者プラン 2018（第６期障害福祉計画） ※現状は、公表されている最新の値 

項 目 現状※ 目標 2023年度 

入院後、３か月時点の退院率 69％（2017年度） 69％以上 

入院後、６か月時点の退院率 84％（2017年度） 86％以上 

入院後、１年時点の退院率 90％（2017年度） 92％以上 

入院期間が 1年以上である長期入院患者数 2,293人（2019年度） 1,770人 

精神障がい者の精神病棟から退院後 1年以内

の地域における平均生活日数 
307日（2016年度） 316日 

 

【本年度のねらい】 

精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築について関係者が理解を深め、情報共有を図

ることにより各圏域における地域移行・地域定着体制の強化に取り組むとともに、コロナ禍においても

継続して事業を取り組める体制づくりのために、各分野の取組の工夫を共有する。 

 

 ＜地域移行支援部会＞ 

１ 精神障がい者地域生活支援コーディネーター等連絡会議での各圏域の課題等について共有し、 

検討を加えてフィードバックをする等、部会と連絡会が有効に機能できる体制とする。 

２ 精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢化等の課題について整理

し協議を行う。 

３ 第６期障害福祉計画において、国の指針を踏まえた県の進捗状況について確認及び検討する。 

 ＜精神障がい者地域生活支援コーディネーター等連絡会議＞ 

１ 連絡会議で他圏域の取組状況等の情報を得たり、事例を学ぶことで、県内全体の地域生活支援に

関する関係者の資質の向上を図る。 

２ 精神障がい者の地域移行、ピアサポートの活用等について情報共有し、課題等の検討を深める。 

 

【日程及び内容】 

＜地域移行支援部会＞ 年３回程度 

第１回 令和３年６月４日（金）【書面開催】 

内容：精神障がい者地域生活支援事業の計画、今年度の活動方針、第５期障害福祉計画の目標達成度

の確認、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた課題整理及びコロナ禍で

の活動状況確認、第６期障害福祉計画について等 

第２回 令和３年 10月頃   内容：課題の整理、事業評価、第６期障害福祉計画の進捗状況確認等 

第３回 令和４年２～３月頃  内容：課題の整理、事業評価、第６期障害福祉計画の進捗状況確認等 

＜精神障がい者地域生活支援コーディネーター等連絡会議＞ 年２回程度 

第１回 令和３年６月下旬頃  内容：各圏域の令和３年度の取組等について情報共有 

第２回 令和４年２～３月頃  内容：１年間のまとめ及び次年度に向けて          



 

 

 

令和３年度 長野県自立支援協議会 権利擁護部会計画 

 

 

［１］部会の目的 

障害者虐待防止及び障害者差別解消に関する各圏域の協議会活動への応援部会とする。 

 

［２］本年度のねらい 

（１）障がい者虐待案件の課題検証を実施する。 

（２）差別解消地域協議会等差別解消法に係わる取り組み状況の確認を行う。 

（３）成年後見制度利用促進計画等について、課題を検討する。 

（４）長野県地域生活定着支援センターとの共催による罪に問われた障がい者等支援・矯

正施設視察研修を開催する。 

（５）その他、各圏域からあげられた権利擁護部会に関する課題検討。 

 

［３］日程及び内容 

第 1回 令和３年５月 20日（木）Web会議 

    各圏域権利擁護部会の令和２年度活動状況報告 

    本年度の権利擁護部会計画について 

    

第 2回 令和３年７月 15日（木）場所： 松本合同庁舎 301会議室 13：30～16：00 

    各圏域権利擁護部会計画と各圏域からの課題 

    障がい者虐待対応の課題整理、検証 

    成年後見制度利用促進計画等における課題について 

    令和３年度 障がい者虐待防止研修企画・運営等（部会としてタイアップ） 

 

第 3回 令和３年 10月７日（木）場所：未定 13：30～16：00 

    成年後見制度利用促進計画等における情報交換 

    差別解消における課題について 

 

第 4回 令和４年１月 13日（木）場所：未定 13：30～16：00 

差別解消に係る情報交換 

長野県障がい者共生社会づくり条例（案）の制定状況について 

令和３年度 障がい者虐待防止研修報告 

令和３年度のまとめ   


